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１．事業概要
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（２） 現在の経営状況
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事 業 の 内 容 利用料金制を導入

延 床 面 積

サ ー ビ ス 日 数

介護サービスに係る経費は、利用料金制度を導入しており、すべて介護報酬等で賄えていることから、繰入金等は行っていま
せん。一方で、指定管理施設であることから、施設修繕等にかかる経費は、介護サービス給付費準備基金積立金を充当し、対
応しています。
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（３） これまでの主な経営健全化の取組

２．将来の事業環境等

（１） 介護保険サービス事業における主な取組

（２） 高齢者人口等の予測

（３） 介護需要の予測

（４） 施設の見通し

（５） 組織の見通し

併設の養護老人ホームと一体的に管理・運営を行うことにより、管理部門の共通化等効率化が図れるため、両施設同一法人に
よる指定管理者制度を導入しています。また、指定管理料については、介護報酬で運営経費が賄えているため、本市からの支
払いはなく、指定管理者は市が実施する施設営繕や備品更新のため、施設の管理運営に関して発生した収益のうち、２割を市
に納付しています。

第十次山口市高齢者保健福祉計画・第九次山口市介護保険事業計画の推計では、本市の高齢者人口は、令和５年３月末に
おいて、５６，８２６人、高齢化率は３０．２８％であり、今後、団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和２２年には、本市人口の３
人に１人が高齢者になると見込んでいます。

第十次山口市高齢者保健福祉計画・第九次山口市介護保険事業計画の推計では、今後も、要介護（要支援）認定者数・認定
率ともに増加・上昇が見込まれ、令和２２年頃に認定率は２３．６％、認定者数は１４，６２４人となり、ピークに達すると見込んで
いることから、介護需要も増加していくと予測します。こうした状況を踏まえ、介護人材の確保や介護現場の効率化に向けた生
産性の向上など、持続的な介護サービスの提供に向けた取組の推進が必要です。特に、認定率は、年齢とともに高くなる傾向
であることから、今後、後期高齢者の増加に伴い、中重度の要介護者に対応するサービス提供体制の確保が課題となることが
見込まれます。

本施設は、公共施設等総合管理計画　個別施設計画において、民営化に向けて整理しており、併設の養護老人ホームと一体
的に、民営化に向けて検討していきます。

老人デイサービスは、在宅の要援護者の生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上並びに福祉の増進を図
るため、老人福祉法第１５条第２項の規定に基づき設置した施設であり、介護保険法第8条第7項に規定する通所介護及び同
法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち同項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る事業
に取り組んでいます。

今後も指定管理者制度を継続していきながら、民営化に向けて調整等を進めます。



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

①　収支計画策定に当たっての数値目標

②　収支計画のうち投資についての説明

③　収支計画のうち財源についての説明

④　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

要支援・要介護状態となっても、住み慣れた地域や住まいで、自立した日常生活を続けられるよう、安定的・継続的に介護サー
ビスを提供できるように、指定管理者制度を継続し、民間事業者のノウハウを生かしたサービス向上とコスト削減を図ります。
あわせて、指定管理者との情報共有・連携を密にし、安全・安心を確保しながら、安定した施設経営に向けた調整等を進めま
す。

施設修繕は、介護サービス給付費準備基金積立金を取り崩して対応することとしています。

利用料金制による指定管理者制度を導入していることから、介護サービスに係る経費は、計上していません。
なお、施設の老朽化に伴う設備更新等に対応していくため、維持管理費として修繕費及び備品購入費（令和１０年度まで２，００
０千円、以降は漸減）を見込んでいます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

介護サービスに係る管理運営は、指定管理者制度を導入し、その経費は、すべて介護報酬等で賄うこととしています。また、施
設の管理運営に関して発生した収益のうち、２割は市に納付を求め、介護サービス給付費準備基金に積み立てることとしてい
ます。こうしたことから、計画期間中において、指定管理者の黒字経営の継続とともに、収益の向上を目指します。
なお、今後、施設の老朽化に伴う修繕や設備更新等が見込まれることから、介護サービス給付費準備基金積立金を取り崩して
対応することとしていますが、将来的な民営化を見据え、指定管理者から市に納付される収益と修繕等経費の均衡化を目指し
ます。

計画期間中、大規模な設備投資等の予定はありませんが、施設の老朽化に伴う修繕や設備更新等について、随時、進めま
す。その他、大規模修繕等の必要が生じた場合は、基金積立金の活用や有利な起債の充当等を検討するとともに、過大投資
とならないように留意します。



①　投資についての検討状況等

②　財源についての検討状況等

利用状況に関する事項

資金管理・調達・繰入金に関する事項

令和５年度の利用率は約７５％、令和６年度の利用率は約６６％であることか
ら、指定管理者及び地域包括支援センター等と連携し、利用者確保（利用率向
上）に努めます。

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

施設等の統合・縮小・廃止に関する事項

民間の活力の活用に関する事項
（ＰＰＰ・ＰＦＩ など）

介護が必要な状態となっても、高齢者が希望する住まいで生活することができ
るよう、保健、医療、福祉の専門職相互による在宅医療と介護の連携や地域住
民の支え合いの意識を高めるとともに、地域で支え合う地域包括ケアシステム
の充実を図ります。

計画期間中に、統合・縮小・廃止の予定はありませんが、必要が発生した場
合、施設の利用状況や周辺環境などから総合的に判断します。

介護保険適用外の料金の見直しに関する事項

計画期間中に、新技術の導入の予定はありませんが、必要が発生した場合、
施設の利用状況や周辺環境などから総合的に判断します。

適正な介護サービスの提供が継続できるよう、指定管理者に対し新たな加算
等の取得を促すなどの指導を行います。

その他

指定管理者による運営を継続しながら、民営化を目指します。

―

新技術の導入に関する事項

―

―

資産の有効活用に関する事項

その他

介護サービスに係る経費は、介護報酬等で賄えていることから、資金不足には
至っていません。なお、修繕等が発生した場合は、介護サービス給付費準備基
金積立金から繰り入れて対応します。

地域包括ケアシステムの構築に関する事項



③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

毎年度進捗状況を管理するとともに、指定管理者更新時や大規模改修等のタイミング
で、必要に応じて見直しを行います。

その他

指定管理者に対し、適正な介護サービスの提供に支障を及ぼさないように、職
員配置等について指導していきます。

―

―

職員給与費の適正化に関する事項

組織体制の効率化に関する事項

民間の活力の活用に関する事項
（指定管理者制度、ＰＰＰ・ＰＦＩ など）

指定管理者による運営を継続しながら、民営化を目指します。



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 64 100 400 600 800 900 1,000

（１） (B)

ア

イ (C)

ウ

（２） 64 100 400 600 800 900 1,000

ア

イ 64 100 400 600 800 900 1,000

２ (D) 3,299 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 1,000

（１）

ア

イ

（２） 3,299 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 1,000

ア

イ 3,299 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 1,000

３ (E) △ 3,235 △ 1,900 △ 1,600 △ 1,400 △ 1,200 △ 600

1 (F) 3,299 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 1,000

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７） 3,299 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 1,000

２ (G)

（１）

（２） (H)

（３）

（４）

（５）

３ (I) 3,299 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 1,000

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

収 支 差 引 (A)-(D)

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

固 定 資 産 売 却 代 金

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

そ の 他

R１１年度 R１２年度

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

R９年度 R１０年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

R８年度

収
益
的
支
出

総 費 用



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

R１１年度 R１２年度R９年度 R１０年度R８年度

(J) 64 100 400 600 800 900 1,000

(K) 60 58 300 300 300 300 300

(L)

(M)

(N) 4 42 100 300 500 600 700

(O)

(P) 4 42 100 300 500 600 700

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S)

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円，％）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

合 計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

地 方 債 残 高

R８年度 R９年度 R１０年度 R１１年度 R１２年度

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

40 60 100収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 2 5 20 30

）

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

赤 字 比 率 （ ×100

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

収 支 再 差 引 (E)+(I)


